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要 旨：Ａ特別支援学校の自立活動の時間における指導場面で，子どもと教師の行動を

観察する助言者を設定し，「環境を操作する」という観点から教師に対して助言を行った．

具体的には，①「環境を操作する」という観点で子どもの行動を捉え，その内容を教師に

助言した．また②指導方法の改善を提案し，その提案に基づいて子どもの行動の変容を明

確に示した．それにより，教師が＜子どもの行動を変えるためには，自らの指導方法を改

善することが必要である＞との理解を促すことができるかどうかを検討した．本研究終了

後の教師の感想には，子どもの行動と教師の指導方法の関係性を見ながら，自分の指導の

手だてを見直すことの大切さについての気付きがあげられ，「環境を操作する」という観

点からの助言は有効であったと言える．しかし，具体的にどのように指導方法を改善した

らいいかについては教師自身が考えることまでにはいたらず，今後の課題となった． 
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● 

Ⅰ．はじめに 

 
 特別支援学校の新学習指導要領 4)では，その

改訂方針の一つに「一人一人の教育的ニーズに

応じた適切な教育や必要な支援を充実する」こ

とがあげられている．また，特別支援学校学習

指導要領解説では，計画(Ｐlan)―実践(Ｄo)―評

価(Ｃheck)―改善(Ａction)の過程において，適

宜評価を行い，指導内容や方法を改善し，より

効果的な指導を行う必要があると記載されて

いる 3)．しかし，その基本的な手だてとも言え

る個別の指導計画に関する研究の中では，「評

価の仕方」について全体的に教師の意識は向き

にくく，教師自身の特徴(教え方，教材，環境設

定等)への振り返りの重要性が指摘されている
2)．つまり，特別支援教育の理念である「一人

一人のニーズに応じた適切な指導及び必要な

支援」を行うために，個別の指導計画は作成さ

れていても，教師が「自らの指導を振り返り，

指導方法の改善を行っていくこと」が十分でな

いことが考えられる．このような指摘は島宗 5)

によっても次のようにされている．つまり，「教

師に対し『指導目標を自ら考えるスキルと自分

の教え方がうまくいっているかどうかを確認

しながら自ら改善する方法論が普及していな

い』という現状があり，この理由は，教師は『決

められたことをその通りに実行することが強

化され，これまでしてきたことをこれまで通り

にそつなくこなす行動が強化されるという風

土にどっぷりつかってしまっている』ため，

『誰かがこうしなさいと指示，助言してくれた

方法を実施することは得意でも，その方法が目

の前にいる子どもたちにとってどのくらい有

効か，改善の余地はあるのか，どうすれば改善

できるのか，といった手続きについてはほとん

ど教えられていない』ことにある」という指摘

である． 
 一方で，道城 1)は学校場面での教師の指導方

法の改善においては，行動のきっかけとなる先

行条件，環境を操作する方が，行動の結果を操

作するよりも結果的に子どもの行動を変容さ

せるには容易であると指摘している． 
そこで本研究では，教師が自らの指導方法を

改善する観点を持つために「行動を，環境と個

人の相互作用と捉えて分析し，改善する応用行

動分析的アプローチ」の観点が有効であるかの

検討を行うことを目的とする．具体的には，子
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どもと教師の行動を観察する助言者を設定し，

「環境を操作する」という観点から教師に対し

て助言を行うことによって，教師が＜子どもの

行動を変えるためには，「環境を操作する」と

いう観点で，自らの指導方法を改善することが

必要である＞との理解を促すことができるか

どうかを検討する．その際の教師への助言とし

ては，「環境を操作する」という観点で子ども

の行動のとらえ方，指導方法の改善を提案する

ことであり，その提案に基づいて子どもの行動

の変容を明確に示すこととする．なお，ここで

環境とは，教室環境や教材そのものやセッティ

ングなど物理的環境と，教師の教材の提示の仕

方や声のかけ方など人的環境とする． 
 

● 

Ⅱ．方法 

 
１．教師・場面・助言者・対象児 

本研究に協力してくれた者は，A 県立特別支

援学校（知的障害）（以下，Ａ校）の教師で特

別支援学校勤務２年目であった． 
場面としては，この教師(担任)１名と担当す

る児童１名の，自立活動の「時間における指導」

における１対１の机上課題学習場面であった

(図１)．自立活動の時間における主な指導内容

は，「物に対するサインの習得と自発的使用」

を目的とし，物と物の名称(音声・サイン)との

マッチング学習であった．一方で，本研究にお

いて，担任の指導方法に助言をし改善を求めた

場面では，対象児が１つの課題が終了した際に，

担任に対して報告サイン(できました)をする場

面とした． 

助言者は，Ａ校で担任を持たない特別支援教

育コーディネーターであった． 
対象児は，Ａ校小学部６年生で，自閉的傾向

の診断のある男児であった．発語はなかったが，

場面にあった言葉による指示で行動したり，呼

名に対して振り返ったりできた．基本的生活習

慣としては，食事は自立，着脱は指さしや言葉

かけで行動ができた．排泄はサインを自発する

が，教師がそれを見逃すと失禁があった．要求

行動としては教師の肩をトントンと２回たた

いてから「おねがい」のサインを出すことがで

きた．写真の提示によりいくつかの具体物を持

ってくることや，写真の選択でやりたいことの

意思表示ができた．コップや帽子などの身のま

わりの物の名称のサイン学習を取り入れてい

たが，定着していなかった．運動は，ボール運

動やトランポリン等を好み積極的に行った．模

倣動作は，正中線を越えた模倣が可能だった．

穏やかで笑顔でいることが多かったが，気持ち

が高ぶると指示が通らなかったり，怒ると奇声

をあげながら，手を噛む，頭をたたいたりする

等の自傷行為が見られたりした． 
諸検査の結果は，新版Ｋ式発達検査で，運動

３：１，認知１：10，言語１：１，全領域１:10(４
年生時)．Ｓ－Ｍ社会生活能力検査ではＳＡ１：

10(６年生時)であった． 
 

２．期間および研究の流れ 

200×年×月より約 4 か月間．週に４単位時

間のうち任意の時間を用いて実施した． 
研究の流れを図２に示した．アセスメントと

して事前に３単位時間分の自立活動をＶＴＲ

に撮り，学習場面の観察を行い，担任の指導上

の特徴，対象児の指導における反応性の特徴に

ついて把握した．また，対象児が指導目標と異

なる行動をとっている場面から，標的行動を決

定した(「Ⅲ.アセスメント」参照)．アセスメン

ト後，ベースラインとして対象児の行動に対す

る‘先行刺激’‘結果’となっている担任の行

動を確定した．そして標的行動にかかわる事項

について一回に一事項を介入条件として担任

に提案した．その後の介入条件においては，担

任と対象児の双方の変容が明らかになるまで 

 

実
物 

担任 教材用棚 

対象児 

図１ 机上課題学習場面 

図２ 研究の流れ 
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＜ 介入２ ＞ 
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＊報告サインの学習
のための見本提示 
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観察，記録をし，その結果を担任に伝え，次の

提案につなげた．その際の介入においては，意

図的に「環境を操作する」という観点ではない

介入(介入１：「Ⅳ.介入条件」参照)と，「環境を

操作する」という観点からの介入(介入２：「Ⅳ.
介入条件」参照)を行い，対象児の行動の変容の

違いを明確に示した．そして，そのことによる

担任自身の指導方法についての意識の変化を，

研究協力終了後に，「本研究での助言者の介入

により感じたこと」の記述してもらったものか

らまとめた． 
ただし，介入条件としての提案内容は，基本

的に学級の指導で日常的に行われている指導

内容の変更などしないものとし，担任の授業運

営を妨げないこととした． 
なお，本研究の実施に際しては，対象児の保

護者に，書面により依頼をした上で，担任から

研究の目的と手続きについて説明していただ

き同意を得た． 
 
● 

Ⅲ．アセスメント 

 

アセスメントにおける事前ＶＴＲの記録か

らでは，担任の指導においては自立活動の時間

の大部分をＡ「音声(担任が物の名称を音声言語

によって提示する)⇒サイン(対象児がその物の

サインをする)⇒実物(対象児が提示された実物

を選ぶ)」の習得学習(以下サイン学習)，Ｂ「実

物(担任が実物を提示)⇒サイン(対象児がその

物のサインをする)」に充てていたことが観察さ

れた． 
しかし，担任が指導目標とする“サインの習

得と自発”はあまり見られなかった．担任は，

そのことについて「できる時とできない時の波

がある」と評価していた．対象児の行動の原因

を本児の中においており，担任自身の指導方法

の振り返りにつなげることができていない状

況と考えられた． 
そこで，アセスメントにおける事前ＶＴＲの

記録から，対象児の担任の指導や教材に対する

反応性，および人的環境(担任による指示，教材

の提示方法，対象児の反応に対する担任の反応)
を中心に分析し，指導における対象児の目標と

する行動が達成されない要因を以下のように

整理した．なお，今回は「環境を操作する」と

いう観点における人的環境に対する介入を行

い，物理的環境に対する介入は行わなかった． 
 

１．担任の直前の動作に対する模倣傾向の強さ 

対象児は，担任が何か動作を示すと単純に模

倣をする傾向が強いことが観察より考えられ

た．その理由としては次のように考えられた．

学習場面において，Ａ：「音声(担任が物の名称

を音声言語によって提示する)⇒サイン(対象児

がその物のサインをする)⇒実物(対象児が提示

された実物を選ぶ)」の習得学習において，選ん

だ物を入れるためのかごが提示されていたが，

対象児はこのかごが提示されることで，視覚的

に「かごの中に入れる」ことを理解して行動を

起こした．それに対してＢ：「実物(担任が実物

を提示)⇒サイン(対象児がその物のサインをす

る)」学習において対象児は，その直前の試行で

行った動作(サイン)を求められていると判断し，

提示された物とは関係のないサインを出す結

果になっていた． 
また，課題遂行の学習過程で一貫して行われ

ていたのは，①上記のような対象児の誤サイン

に対して『担任が「修正のためのサイン」をし

て見せて，対象児が模倣する．担任が「確認の

ためのサイン」をして見せて，対象児が模倣す

る』．②対象児の正しいサインに対して『「タッ

チ」をして正解をフィードバックした後，「確

認のためのサイン」をして見せて，対象児が模

倣する』．という指導だった．常に対象児が，

担任の模倣をして完結していた．この担任によ

る修正・確認のサイン模倣においては，担任が

「正しいサインの学習」をさせたと捉えていた

としても，対象児にとっては，ただ単に直前に

担任より提示されたサインを「模倣」すること

で終わっていたということが明らかになった． 
 
２．正答へのフィードバックとしての「タッチ」の機能 

担任による対象児の反応に対するフィード

バックの特徴として，担任は対象児の正答時に

「タッチ」をすることのフィードバックを行っ

ていた．しかし，そのフィードバックは，対象

児の正答を強化するものとしては機能してい

なかったと考えられる．その理由として，仮に

対象児にとって担任からの「タッチ」が正答を

フィードバックすることになっていれば，正答，

誤答の違いを学習することができ，正答が増加

し，維持されると予想される．逆に，「タッチ」

をすることが正答をフィードバックすること

になっていなければ，誤答率は変わらないと予

想される． 
しかし，アセスメントにおける事前ＶＴＲで

は，正答より，誤答が続くことが多く，正答で
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「タッチ」をした後でも誤答が目立った．つま

り，担任としては「タッチ」は正答へのフィー

ドバックとして用いていたが，実際のところ

「タッチ」は正答を強化しておらず，本児にと

っては「タッチ」の模倣という活動が一つ組み

込まれただけになっていたということが明ら

かになった． 
 

３．担任による対象児の行動の評価 

上記のように「対象児は単に担任により提示

された直前のサインを模倣していたこと」「フ

ィードバックによってサイン学習を強化しよ

うとしたが，実際には機能していなかったとい

うこと」に担任が気づけていないために，対象

児における指導上の目標が達成できていない

原因が担任には捉えることができず，結果的に

は指導を繰り返すといった対応をとるだけに

とどまることになっていたことが分かった． 
つまり，Ａ「音声(担任が物の名称を音声言語

によって提示する)＋サイン(担任が名称サイン

をする)⇒実物(対象児が提示された実物を選

ぶ)」学習で，音声による指示「雑巾」を繰り返

す場面があった．対象児が正答を出せずにいる

からであった．指示されている「雑巾」に対し

て対象児は誤答であるいろいろな物をかごに

入れた．その度に，誤答した物のサイン(これは

○○だよ)を示され，対象児は模倣をし，その後

「修正のためのサイン」として「雑巾」のサイ

ンを示され模倣した． 
結果的に，担任は対象児の行動から，正答し

ない原因を考えることができず，学習を組み直

すことや，「雑巾」ではなく確実に分かるもの

だけに限って学習を進めてみる等試すことは

なく，単に同じ指導を繰り返していた．担任自

身の指導方法に対する振り返りができていな

いため，担任自身が指導目標とする正答が出さ

れるまで課題を提示し続けていたということ

になり，対象児の行動の評価が十分でないこと

が明かになった． 
 

● 

Ⅳ．介入条件 

 
１．標的行動 

アセスメント終了の段階で，サイン学習につ

いては，課題終了毎に「おしまい(終わりまし

た)」の報告サインを担任に伝えることが指導目

標として担任よりあげられていた．その習得状

況はアセスメントでの物に対するサイン学習

とほぼ同様であった．つまり視覚情報であるサ

インに対し模倣する傾向が強いこと，正答への

フィードバックとして「タッチ」は強化として

機能していないこと，担任は対象児の行動の評

価が十分ではないことから，「おしまい」の報

告サインの自発は少なかった(対象児は，誤サイ

ンとして「お願いします」サインを出すことが

みられただけであった)． 
 そこで，担任の指導方法を改善することで，

正しいサインの習得が期待できると考え，標的

行動を，「課題が終了したことを伝えるサイン

を自発する」こととした．サインの形態として

は「両手をグーに握る」というものであった． 
 
２．介入手続き 

(1)ベースライン 

ベースラインとして５回分(１回目～５回目)
の単位時間を設定した． 
１単位時間内の，「おしまい(終わりました)」

の報告サインを出すべき機会の回数と，対象児

が正しく自発した回数を記録し，自発の割合を

算出した． 
(2)介入１ 
以下の介入１，２の手続きをとるよう担任に

助言した． 
介入１として５回分(６回目～10 回目)の単

位時間を設定した． 
ベースラインでは，サインの使用機会が１単

位時間中５～６回であった．そこで，介入１で

は「環境を操作する手続き」の介入効果を検討

するために，「環境を操作するという観点」で

はなく，単純に学習機会を増やすために課題数

を意図的に増やすという介入を行った．そして

対象児が正しく自発した回数を記録した． 
なお，担任は対象児が正しくサインを使える

ようにと，自立活動の「時間における指導」の

学習を始める直前に「おしまい(終わりました)」
の報告サインの練習をすることを試みていた． 
(3)介入２ 
介入２として４回分(14 回目～17 回目)の単

位時間を設定した． 
介入２では，アセスメントによる観察結果で

ある「対象児は担任の直前の動作を模倣する傾

向が強い」ことより，一つの課題が終了した時，

対象児が誤サイン(お願いしますのサイン)であ

る手合わせをする直前に，担任が目の前で「お

しまい」の両手をグーに握るサインを見本とし

て提示し，対象児が誤サインを出さずに正しい

サインのみを出すという働きかけに変える介
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報告サインの自発回

入を行った．ただし，正しいサインを自発する

時は，働きかけをしないものとした．   
なお，介入１と介入２の間に，正しいサイン

をタイミング良く促すための担任の練習時間

として３単位時間分設定した．サインの学習機

会は介入１の設定のままで，対象児が誤サイン

である手合わせの動作に移った場合，その瞬間

に対象児の手と手の間に担任の手を挟み入れ

て誤サインを完結させないたようにするもの

で，そのタイミングをつかむ必要があったから

であった． 
 

３．分析方法 

(1)報告サインの自発遂行数 
 報告サインの自発遂行数をベースライン，介

入１，介入２毎にまとめた． 
(2)報告サインの自発遂行率の算出 
 報告サインの自発遂行率を以下のように算

出した． 
報告サインの自発遂行率(％)＝ 
  

                 ×１００ 
 
 (3) 対象児の誤サインに対する指導パターン 
 対象児の誤サインに対する指導パターンを

ＶＴＲ観察にもとづき担任の指導と対象児の

行動のパターンで表した． 
 
４．担任への意識調査 

担任が本研究にかかわり，子どもの行動のと

らえ方や指導方法に関する助言を得ることに

よる意識変化を把握するために，次のような項

目で感想を自由に記述してもらった． 
 a:本研究にかかわった感想 
  b:観察結果をデータとして見ることの意味 
  c:指導にかかわることでの感想，気づき 
  d:今後に生かせると思うこと 
 
● 

Ⅴ．結果 

 
１．報告サインの自発遂行数および遂行率 

報告機会の設定回数と報告サインの自発回

数の結果を表１から表３に，また報告サインの

自発遂行率を図３に示した． 
ベースライン(表１参照)では報告機会の設定

回数が，５回もしくは６回であった．そのうち，

自発した回数は０または１回であった． 
介入１(表２参照)では設定回数を意図的に９

～10 回に増やした．報告機会を増やしたことに

比例して自発した回数は増えたが，その比率と

しては 10 回目を除いて大きくは変わっていな

かった． 
ベースラインから，対象児の誤サインに対す

る担任の指導方法はアセスメントでみられた

指導方法と同じであった(表４)．つまり，＜誤

サインは「お願い(手合わせ)」．それに対し，担

任が正サインを促すため両手のひらを出すこ

とがプロンプトとなり，対象児は「おしまい」

の報告サインを出す．すると続けて確認のため

担任が「おしまい」の報告サインをするので，

対象児はそれを模倣して，再度「おしまい」の

報告サインを模倣して完結する．＞というパタ

ーンになっていた．この学習場面における担任

の評価としては，「標的行動が対象児から見ら

れない」ことになるが，対象児からすると，担

任のサインを模倣することで完結していた．介

入１で単に報告機会を増やしても，行われてい

る学習は変わっていなかった． 
なお，10 回目の自発回数が増えたことについ

ては次のように考えられた．この介入１の段階

で，担任は，自立活動の机上学習を始める直前

に「おしまい(終わりました)」の報告サインを

やって見せ対象児に模倣させるということを

行っていた．これは，担任が標的行動を達成す

るための手立てとして自らの判断で取り入れ

たものである．介入結果に影響を及ぼす可能性

はあったが，授業の流れの中での指導であった

ため，それには触れずにデータ収集は進めた．

したがって，そのことによってサイン自体の動

作の習得や出しやすさというものを学習した

可能性があり，それが６～９回までの自発率の

若干の増加と 10 回目の高自発率へと影響して

いるものと考えられる． 
介入２(表３参照)では，報告機会が更に若干

増えただけでなく，自発回数の割合は６割～９

割と顕著に高くなった．この介入２では「対象

児が誤サインを出さずに，正しいサインのみを

させる」手続きをとった．担任の対応を変えた

ことで，明らかに対象児の学習効果を高めた結

果となった． 
 

２．担任への意識調査 

担任が本研究にかかわる中で，子どもの行動

のとらえ方や指導方法における助言に対して

以下のような感想を得た(表５)． 

報告機会の設定回数 
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担任の指導  対象児の行動 

・「おしまい」サインを待つ  ・「お願い」サインを出す（誤） 

・正しいサインのヒント

として両手のひらを出

して止める 

 ・担任の動きを見る 

・両手のひらを出し、「お

しまい」のサインをする 

・確認のための「おしま

い」サインをする 

 ・担任の動きを見る 

・再度「おしまい」サイン

をする 

 

表４ 対象児の誤サインに対する指導 

図３  サインの自発遂行率
※正しいサインを促すための教員の練習 
期間をとったためデータから外した 

表５ 担任による記述 

ａ  ① 子どもに対する自分の対応を長時間見てもらえたことで、自分の指

導の仕方における傾向が分かりました。 

② 一回の授業ではなく継続して見てもらえるのはなかなか無いので、

貴重な経験でした。 

ｂ  ③ 客観的に自分の指導の結果が分かるのでよかった。 

④ データの分析と改善策を示してもらえたのでありがたかった。 

ｃ  ⑤ 子どもの行動のとらえ方や指導方法について、繰り返して説明して

もらえてよくわかった。 

ｄ  ⑥ 今までは、一つの問題点にいろいろな視点からアプローチしていか

なければと考えていたが、なかなか考えられなかった。 

単位時数 設定回数 自発回数

６回目  

７回目  

８回目  

９回目  

10 回目

10 

９  

９  

９  

10 

２  

３  

２  

３  

５  

 

表２ 介入１の自発回数 表３ 介入２の自発回数

単位時数 設定回数 自発回数

14 回目  

15 回目  

16 回目  

17 回目  

12 

12 

13 

17 

８  

９  

12 

15 

 

単位時数 設定回数 自発回数  

１回目  

２回目  

３回目  

４回目  

５回目  

６  

５  

５  

６  

５  

１  

０  

１  

０  

０  

表１ ベースラインの自発回数 
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● 

Ⅵ．考察 

 

１．子どもの行動の適切な評価の必要性 

アセスメントで考察した「対象児は担任の直

前の動作に対し模倣する傾向が強い」(「Ⅲ.ア
セスメント」の１)ということは，ベースライン

以降でも同様であった．そのため，学習中の担

任によるフィードバックや修正を目的とした

担任によるサインは対象児にとっては模倣対

象として捉えられていたと考えられる．したが

って報告サインの自発を標的行動として，担任

が対象児の誤サインに対して『「修正のための

サイン」をして見せる－(対象児が模倣する)－
「確認のためのサイン」をして見せる』という

指導を行ったとき，それは担任が意図するよう

に，対象児は『誤サインの後，担任の見本サイ

ンを見て正サインをする－確認のための担任

の見本サインを見てサイン動作をする』という

行動をとった．しかし，それは対象児にとって

は「修正」や「確認」の意味をもたず“模倣”

で完結されていた．表面上，『対象児の誤サイ

ン－担任の見本サインによって誤サインの修

正をする－対象児が担任の見本サインによっ

て今はこのサインをすべきだったと確認する』

という過程と，『対象児の誤サイン－「修正の

ためのサイン」の模倣－「確認ためのサイン」

の模倣』の表現する行動過程は同じなので，対

象児の「担任の直前の動作を模倣する傾向が強

い」という特性を把握した上でこの行動を評価

することが重要になる．しかし，担任は，特性

を把握した上で行動を評価することはなく，

「できる時とできない時の波がある」と評価す

るのみだった． 
また，担任は対象児の誤サインに対する修正

が「正しいサインを学習する機会になる」と考

え指導を行っていたと考えられるが，実際には，

対象児は担任の修正のためのサインを単に模

倣していたため，標的行動の増加にはつながら

なかった．つまり，担任が子どもの行動をとら

える際に，担任の指導と対象児の行動との関係

性を表面上でしか捉えられていないというこ

とになる．それゆえに，サイン学習の設定回数

の増加が自発回数の増加を導いていることを

確認しながら進めることができず，標的行動の

増加に結びつけることができなかった．また，

設定回数を増やしても自発回数の増加が期待

できず停滞している状態であるにもかかわら

ずフィードバックと修正が適切でないと判断

することができなかった． 
したがって，本研究では子どもの行動のとら

え方に対する担任への助言に際し，アセスメン

ト，ベースラインおよび介入１での結果を担任

に示すと同時に「対象児のサインは担任のサイ

ンを単に模倣しているだけであり，また，誤サ

インを修正してもそれも担任のサインを単に

模倣しているだけである」ことを伝えた．その

結果，介入２で行われた「対象児に誤サインを

表出させない手続き(無誤学習手続き 6))」の意

味を担任に理解してもらったうえでの指導に

移ることができたと考えられる． 
 

２．指導方法の改善による子どもの行動の変化 

対象児の『課題が終了したことを伝えるサイ

ンを自発する』という標的行動に対して，ベー

スラインでは報告機会のうち９割以上が誤サ

インだった．介入１における報告機会の設定回

数を増やすという介入では，担任の判断で机上

課題開始前にサインの練習をするという手立

てが入ったり，報告機会の設定回数が２倍にな

ったりしても正サインの自発は３割だった．介

入２の「環境を操作するという観点」での介入

では，誤サインを出させないことを行った．そ

の結果，正サインの自発率が８割以上に高まっ

た． 
介入１を終えた時，担任は「回数を増やした

だけで，チャンスは増えたけど生かしていない

と思う．」と感想を話していた．標的行動に対

し反応が出ないことは評価できているが，その

要因が何であるのか対象児の学習の捉え方を

把握できず，困ってはいるがどうしたらいいか

方法が分からずにいた．行動を環境との関係か

ら捉える視点がないために，なぜ標的行動が出

現しないのかが分からず，指導方法の改善に結

びつかなかったのである．したがって表面的に，

できたかできないかの評価のみで終わってい

た． 
そこで，介入２で担任による指導方法を変え

たが，そのことによって歴然と自発回数が増加

し，介入後４回目には９割以上を示した．この

対象児の変化から，担任は「指導方法を改善し

たことが対象児の行動の変容につながったこ

と」に気付いた． 
また，この頃から対象児が，自由時間に好き

なパズルをやり終えると近くにいる担当以外

の別の担任の肩をたたき「終わりました」の報

告サインを出すようになったと，担任がうれし

そうに話していた．自分の指導により対象児が
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標的行動を学習時間に身に付け，別の場面で般

化を見せたことで，担任は学習の効果を上げる

ことが，対象児のＱＯＬの向上に結びついてい

くことを感じられたに違いない．同時に自分の

指導方法を少し変えることでその結果を導い

たことも実感できたと考えられる． 
 

３．「環境を操作するという観点」からの助言の 

有効性 

介入終了後，担任に依頼した自由記述の感想

において，記述①の「子どもに対する自分の対

応を長時間見てもらえたことで，自分の傾向が

分かった．」という記述から，本研究のように

担任の指導と子どもの行動との関係性を観察

記録にもとづき直接担任へフィードバックす

ることが，教師自身の特徴を振り返るために有

効 2)であったと考えられる．担任の感想におけ

る記述③の「客観的に自分の指導の結果が分か

った．」という記述からは，教え方がうまくい

っているかどうか確認するために有効 5)であっ

たと言える．また，人的環境としての「担任の

子どもへの働きかけ」を操作することが子ども

の行動を変えることにつながるという関係が

担任に理解されたと考えられる．つまり，子ど

もの行動と教師の指導方法の関係性を見なが

ら，自分の指導の手だてを見直すことの大切さ

に担任は気付けたと考えられる． 
そして，このような担任の気づきを促すため

の助言として，「環境を操作するという観点か

らの助言」は有効であると考えられる．記述③，

④では他者からの助言として，感想のような主

観的な内容ではなく，人的環境としての「担任

の子どもへの働きかけ」と子どもの行動の関係

のデータを根拠として伝えることが，受け入れ

られやすいということがうかがえる．言い換え

ると，「環境を操作するという観点」からの助

言は受け入れやすく，標的行動を達成しようと

するとき，担任が自らの指導方法を改善するこ

とが必要であることの理解を促すことはでき

たと言える．担任が「子どもの行動を変えるた

めには，自らの指導方法を改善することが必要

である」と理解するために「環境を操作すると

いう観点からの助言」は有効であったと考えら

れる． 
ただし，今回のケースでは，子どもの行動か

ら，どのように指導方法を改善したらいいかに

ついて担任自身が検討するまでには至らなか

った．今後は，今回の助言者が根拠とした行動

の関係性の原理についての担任の理解と，実際

の子どもとのやりとりの中から，そのとらえが

できるような手だてを行うことで担任自身が

指導方法の改善について検討できるようにな

るだろう． 
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